
   

〇 映 像 信 号 及 び 音 声 信 号 の 圧 縮 手 順 及 び 送 出 手 順 を 定 め る 件 （ 平 成 二 十 六 年 総 務 省 告 示 二 百 三 十 四 号 ） の 一 部 を 改 正 す る 告 示 案 

 新 旧 対 照 表                                       （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現 行 

１ （ 略 ） １ （ 略 ） 

２ 音 声 信 号 の う ち Ｐ Ｅ Ｓ パ ケ ッ ト 、 同 期 パ ケ ッ ト 又 は Ｍ Ｍ Ｔ

Ｐ パ ケ ッ ト に よ る も の の 圧 縮 手 順 及 び 送 出 手 順 

２ 音 声 信 号 の う ち Ｐ Ｅ Ｓ パ ケ ッ ト 、 同 期 パ ケ ッ ト 又 は Ｍ Ｍ Ｔ

Ｐ パ ケ ッ ト に よ る も の の 圧 縮 手 順 及 び 送 出 手 順 

一 デ ジ タ ル 放 送 の 標 準 方 式 第 五 条 第 一 項 、 第 四 十 四 条 及 び

第 六 十 四 条 第 二 項 第 一 号 （ 第 八 十 一 条 の 三 及 び 第 八 十 四 条 に

お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） に 規 定 す る 音 声 信 号 の 圧 縮 手

順 及 び 送 出 手 順 に つ い て は 、 別 表 第 五 号 に 示 す と お り と す

る 。 

一 デ ジ タ ル 放 送 の 標 準 方 式 第 五 条 第 一 項 、 第 四 十 四 条 及 び

第 六 十 四 条 第 二 項 第 一 号 （ 第 八 十 一 条 の 三 及 び 第 八 十 四 条 に

お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） に 規 定 す る 音 声 信 号 の 圧 縮 手

順 及 び 送 出 手 順 に つ い て は 、 別 表 第 五 号 に 示 す と お り と す

る 。 

二 デ ジ タ ル 放 送 の 標 準 方 式 第 二 十 四 条 の 七 及 び 第 六 十 四 条

第 二 項 第 二 号 （ 第 八 十 一 条 の 三 及 び 第 八 十 四 条 に お い て 準 用

す る 場 合 を 含 む 。 ） に 規 定 す る 音 声 信 号 の 圧 縮 手 順 及 び 送 出

手 順 に つ い て は 、 別 表 第 六 号 に 示 す と お り と す る 。 

二 デ ジ タ ル 放 送 の 標 準 方 式 第 六 十 四 条 第 二 項 第 二 号 （ 第 八

十 一 条 の 三 及 び 第 八 十 四 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ）

に 規 定 す る 音 声 信 号 の 圧 縮 手 順 及 び 送 出 手 順 に つ い て は 、 別

表 第 六 号 に 示 す と お り と す る 。 

三 デ ジ タ ル 放 送 の 標 準 方 式 第 七 十 二 条 に 規 定 す る 音 声 信 号

の 圧 縮 手 順 及 び 送 出 手 順 に つ い て は 、 別 表 第 七 号 に 示 す と お

り と す る 。 

三 デ ジ タ ル 放 送 の 標 準 方 式 第 七 十 二 条 に 規 定 す る 音 声 信 号

の 圧 縮 手 順 及 び 送 出 手 順 に つ い て は 、 別 表 第 七 号 に 示 す と お

り と す る 。 

  

別表第一号～別表第四号 （略） 別表第一号～別表第四号 （略） 

別表第五号 デジタル放送の標準方式第五条第一項、第四十四

条及び第六十四条第二項第一号（第八十一条の三及び第八十

四条において準用する場合を含む。）に規定する音声信号の圧

別表第五号 デジタル放送の標準方式第五条第一項、第四十四

条及び第六十四条第二項第一号（第八十一条の三及び第八十

四条において準用する場合を含む。）に規定する音声信号の圧

【 別 紙 ３ 】 

一 

 



縮手順及び送出手順 縮手順及び送出手順 

（図略） （図略） 

注１～３ （略） 注１～３ （略） 

４ 符号化ビットストリームのチャネルモードの最大値は、

５チャネル及び低域を強調する１チャネルとする。ただし、

デジタル放送の標準方式第５章第３節並びに第６章第４節

及び第５節に定めるデジタル放送にあっては、その最大値

を 22チャネル及び低域を強調する２チャネルとする。 

４ 符号化ビットストリームのチャネルモードの最大値は、

５チャネル及び低域を強調する１チャネルとする。ただし、

デジタル放送の標準方式第５章第３節並びに第６章第４節

及び第５節に定めるデジタル放送にあっては、その最大値

を 22チャネル及び低域を強調する２チャネルとする。 

５ ビットストリームの構成は、ＡＤＴＳ形式については別

記第１、ＬＡＴＭ／ＬＯＡＳ形式については別記第２、そ

の他の形式については別記第３のとおりとする。 

５ ビットストリームの構成は、ＡＤＴＳ形式については別

記第１、ＬＡＴＭ／ＬＯＡＳ形式については別記第２、そ

の他の形式については別記第３のとおりとする。 

別記第１ ＡＤＴＳビットストリーム構成 別記第１ ＡＤＴＳビットストリーム構成 

ＡＤＴＳ
固定ヘッダ

ＡＤＴＳ
可変ヘッダ

ＡＤＴＳ
エラーチェック

データ
ストリーム

シンタクティック
エレメントＩＤ

シンタクティック
エレメント

繰り返し
 

ＡＤＴＳ
固定ヘッダ

ＡＤＴＳ
可変ヘッダ

ＡＤＴＳ
エラーチェック

データ
ストリーム

シンタクティック
エレメントＩＤ

シンタクティック
エレメント

繰り返し
 

注１ ＡＤＴＳ固定ヘッダは、同期及びＩＳＯ／ＩＥＣ 

13818-7 に規定される音声符号化情報により構成されるも

のとする。ただし、デジタル放送の標準方式第４章に定め

るデジタル放送（以下この別表において「移動受信用地上

基幹放送」という。）にあっては、同期並びにＩＳＯ／ＩＥ

注１ ＡＤＴＳ固定ヘッダは、同期及びＩＳＯ／ＩＥＣ 

13818-7 に規定される音声符号化情報により構成されるも

のとする。ただし、デジタル放送の標準方式第４章に定め

るデジタル放送（以下この別表において「移動受信用地上

基幹放送」という。）にあっては、同期並びにＩＳＯ／ＩＥ

 二 
 



Ｃ 13818-7、ＩＳＯ／ＩＥＣ 23003-1、ＩＳＯ／ＩＥＣ 

14496－３、ＩＳＯ／ＩＥＣ 14496－３:2001/Amd 1 及びＩ

ＳＯ／ＩＥＣ 14496－３:2005/Amd 2:2006 に規定される音

声符号化情報により構成されるものとする。 

Ｃ 13818-7、ＩＳＯ／ＩＥＣ 23003-1、ＩＳＯ／ＩＥＣ 

14496－３ :2001/Amd 1 及びＩＳＯ／ＩＥＣ  14496－

３:2005/Amd 2:2006 に規定される音声符号化情報により構

成されるものとする。 

２ ＡＤＴＳ可変ヘッダは、ＩＳＯ／ＩＥＣ 13818-7 に規定

される音声符号化情報により構成されるものとする。ただ

し、移動受信用地上基幹放送にあっては、ＩＳＯ／ＩＥＣ 

13818-7、ＩＳＯ／ＩＥＣ 23003-1、ＩＳＯ／ＩＥＣ 14496

－３、ＩＳＯ／ＩＥＣ 14496－３:2001/Amd 1及びＩＳＯ／

ＩＥＣ 14496－３:2005/Amd 2:2006 に規定される音声符号

化情報により構成されるものとする。 

２ ＡＤＴＳ可変ヘッダは、ＩＳＯ／ＩＥＣ 13818-7 に規定

される音声符号化情報により構成されるものとする。ただ

し、移動受信用地上基幹放送にあっては、ＩＳＯ／ＩＥＣ 

13818-7、ＩＳＯ／ＩＥＣ 23003-1、ＩＳＯ／ＩＥＣ 14496

－３:2001/Amd 1 及びＩＳＯ／ＩＥＣ 14496－３:2005/Amd 

2:2006 に規定される音声符号化情報により構成されるもの

とする。 

３ ＡＤＴＳエラーチェックは、エラー検出情報により構成

されるものとする。 

３ ＡＤＴＳエラーチェックは、エラー検出情報により構成

されるものとする。 

４ データストリームは、ＩＳＯ／ＩＥＣ 13818-7 により符

号化される音声データにより構成されるものとする。ただ

し、移動受信用地上基幹放送にあっては、ＩＳＯ／ＩＥＣ 

13818-7、ＩＳＯ／ＩＥＣ 23003-1、ＩＳＯ／ＩＥＣ 14496

－３、ＩＳＯ／ＩＥＣ 14496－３:2001/Amd 1及びＩＳＯ／

ＩＥＣ 14496－３:2005/Amd 2:2006 により符号化される音

声データにより構成されるものとする。 

４ データストリームは、ＩＳＯ／ＩＥＣ 13818-7 により符

号化される音声データにより構成されるものとする。ただ

し、移動受信用地上基幹放送にあっては、ＩＳＯ／ＩＥＣ 

13818-7、ＩＳＯ／ＩＥＣ 23003-1、ＩＳＯ／ＩＥＣ 14496

－３:2001/Amd 1 及びＩＳＯ／ＩＥＣ 14496－３:2005/Amd 

2:2006 により符号化される音声データにより構成されるも

のとする。 

５ シンタクティックエレメントＩＤは、後に続くシンタク

ティックエレメントの種類又はデータストリームの終了を

示すものとする。 

５ シンタクティックエレメントＩＤは、後に続くシンタク

ティックエレメントの種類又はデータストリームの終了を

示すものとする。 

６ シンタクティックエレメントは、ＩＳＯ／ＩＥＣ ６ シンタクティックエレメントは、ＩＳＯ／ＩＥＣ 

 三 
 



13818-7 により符号化される音声データの各構成要素によ

り構成されるものとし、ＡＤＴＳ可変ヘッダに記述された

回数分繰り返されることとする。ただし、移動受信用地上

基幹放送にあっては、ＩＳＯ／ＩＥＣ 13818-7、ＩＳＯ／

ＩＥＣ 23003-1、ＩＳＯ／ＩＥＣ 14496－３、ＩＳＯ／Ｉ

ＥＣ 14496－３:2001/Amd 1 及びＩＳＯ／ＩＥＣ 14496－

３:2005/Amd 2:2006 により符号化される音声データの各構

成要素により構成され、ＡＤＴＳ可変ヘッダに記述された

回数分繰り返されることとする。 

13818-7 により符号化される音声データの各構成要素によ

り構成されるものとし、ＡＤＴＳ可変ヘッダに記述された

回数分繰り返されることとする。ただし、移動受信用地上

基幹放送にあっては、ＩＳＯ／ＩＥＣ 13818-7、ＩＳＯ／

ＩＥＣ 23003-1、ＩＳＯ／ＩＥＣ 14496－３:2001/Amd 1及

びＩＳＯ／ＩＥＣ 14496－３:2005/Amd 2:2006 により符号

化される音声データの各構成要素により構成され、ＡＤＴ

Ｓ可変ヘッダに記述された回数分繰り返されることとす

る。 

別記第２ ＬＡＴＭ／ＬＯＡＳビットストリーム構成 別記第２ ＬＡＴＭ／ＬＯＡＳビットストリーム構成 

ＬＯＡＳ ＬＡＴＭヘッダ
データ

ストリーム

シンタクティック
エレメントＩＤ

シンタクティック
エレメント

繰り返し
 

ＬＯＡＳ ＬＡＴＭヘッダ
データ

ストリーム

シンタクティック
エレメントＩＤ

シンタクティック
エレメント

繰り返し
 

注１ ＬＯＡＳは、同期及びＩＳＯ／ＩＥＣ 14496－３に規定

される音声符号化情報により構成されるものとする。 

注１ ＬＯＡＳは、同期及びＩＳＯ／ＩＥＣ 14496－３に規定

される音声符号化情報により構成されるものとする。 

２ ＬＡＴＭヘッダは、ＩＳＯ／ＩＥＣ 14496－３に規定さ

れる音声符号化情報により構成されるものとする。 

２ ＬＡＴＭヘッダは、ＩＳＯ／ＩＥＣ 14496－３に規定さ

れる音声符号化情報により構成されるものとする。 

３ データストリームは、ＩＳＯ／ＩＥＣ 14496－３により ３ データストリームは、ＩＳＯ／ＩＥＣ 14496－３により

 四 
 



符号化される音声データにより構成されるものとする。 符号化される音声データにより構成されるものとする。 

４ シンタクティックエレメントＩＤは、後に続くシンタク

ティックエレメントの種類又はデータストリームの終了を

示すものとする。 

４ シンタクティックエレメントＩＤは、後に続くシンタク

ティックエレメントの種類又はデータストリームの終了を

示すものとする。 

５ シンタクティックエレメントは、ＩＳＯ／ＩＥＣ 14496

－３により符号化される音声データの各構成要素により構

成されるものとし、ＬＡＴＭヘッダに記述された回数分繰

り返されることとする。 

５ シンタクティックエレメントは、ＩＳＯ／ＩＥＣ 14496

－３により符号化される音声データの各構成要素により構

成されるものとし、ＬＡＴＭヘッダに記述された回数分繰

り返されることとする。 

別記第３ その他の形式のビットストリーム構成 別記第３ その他の形式のビットストリーム構成 

データ

ストリーム

シンタクティック

エレメントＩＤ

シンタクティック

エレメント

繰り返し
 

データ

ストリーム

シンタクティック

エレメントＩＤ

シンタクティック

エレメント

繰り返し
 

注１ データストリームは、ＩＳＯ／ＩＥＣ 14496－３により

符号化される音声データにより構成されるものとする。 

注１ データストリームは、ＩＳＯ／ＩＥＣ 14496－３により

符号化される音声データにより構成されるものとする。 

２ シンタクティックエレメントＩＤは、後に続くシンタク

ティックエレメントの種類又はデータストリームの終了を

示すものとする。 

２ シンタクティックエレメントＩＤは、後に続くシンタク

ティックエレメントの種類又はデータストリームの終了を

示すものとする。 

３ シンタクティックエレメントは、ＩＳＯ／ＩＥＣ 14496 ３ シンタクティックエレメントは、ＩＳＯ／ＩＥＣ 14496

 五 
 



－３により符号化される音声データの各構成要素により構

成される。 

－３により符号化される音声データの各構成要素により構

成される。 

別表第六号 デジタル放送の標準方式第二十四条の七及び第六

十四条第二項第二号（第八十一条の三及び第八十四条におい

て準用する場合を含む。）に規定する音声信号の圧縮手順及び

送出手順 

別表第六号 デジタル放送の標準方式第六十四条第二項第二号

（第八十一条の三及び第八十四条において準用する場合を含

む。）に規定する音声信号の圧縮手順及び送出手順 

線形予測
符号化

パラメタ
可変長符号化

残差可変長符号化

ビットストリーム
フォーマット生成

デジタル
音声入力

符号化
ビットストリーム

線形予測
パラメタ

予測残差

パラメタ符号

残差符号  

線形予測
符号化

パラメタ
可変長符号化

残差可変長符号化

ビットストリーム
フォーマット生成

デジタル
音声入力

符号化
ビットストリーム

線形予測
パラメタ

予測残差

パラメタ符号

残差符号  

注１ 線形予測符号化は、デジタル音声入力信号を分析し、線

形予測パラメタと予測残差を算出する処理を示すものとす

る。 

注１ 線形予測符号化は、デジタル音声入力信号を分析し、線

形予測パラメタと予測残差を算出する処理を示すものとす

る。 

２ パラメタ可変長符号は、線形予測パラメタを可変長符号

化し、パラメタ符号を算出する処理を示すものとする。 

２ パラメタ可変長符号は、線形予測パラメタを可変長符号

化し、パラメタ符号を算出する処理を示すものとする。 

３ 残差可変長符号化は、予測残差（入力値と予測値の差分

値をいう。）を可変長符号化し、残差符号を算出するものと

する。 

３ 残差可変長符号化は、予測残差（入力値と予測値の差分

値をいう。）を可変長符号化し、残差符号を算出するものと

する。 

４ ビットストリームフォーマット生成は、パラメタ符号と

残差符号を組み合わせ、別記のとおりの符号化ビットスト

リームを算出する処理を示すものとする。 

４ ビットストリームフォーマット生成は、パラメタ符号と

残差符号を組み合わせ、別記のとおりの符号化ビットスト

リームを算出する処理を示すものとする。 

別記 ビットストリーム構成 別記 ビットストリーム構成 

符号化
情報

パラメタ符号（可変長符号） 残差符号（可変長符号）

 

符号化
情報

パラメタ符号（可変長符号） 残差符号（可変長符号）

 

 六 
 



注 符号化情報、パラメタ符号及び残差符号は、ＩＳＯ／ＩＥ

Ｃ 14496－３により規定されるオーディオロスレス符号化

に従う。 

注 符号化情報、パラメタ符号及び残差符号は、ＩＳＯ／ＩＥ

Ｃ 14496－３により規定されるオーディオロスレス符号化

に従う。 

別表第七号 （略） 別表第七号 （略） 
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